
3 2さんじょう市議会だより
2013年（平成25年）2月1日号

さんじょう市議会だより
2013年（平成25年）2月1日号

議 案 賛 否 一 覧
○：議案に対して賛成　　×：議案に対して反対

会派名 　　　
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〔市長提出〕

条例

議第１号 三条市環境啓発施設条例の制定について
循環型社会の形成に資するため、三条市環境啓発施設を設置することにつ
いて、その設置及び管理に関して、必要な事項を定めるもの
施行期日：規則で定める日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第２号 三条市行政組織条例等の一部改正について
行政組織機構の見直しに伴い、建設部上下水道課を設置するとともに、水
道局を廃止することから、必要な改正を行うもの
施行期日：平成２５年４月１日

○ ○ ○ ○ × ○ ○ 原案可決

議第３号 三条市手数料条例の一部改正について
都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されたことに伴い、同法に定め
る低炭素建築物新築等計画の認定等の手続に関する手数料を定めるもの
施行期日：公布の日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第４号 三条市暴力団排除条例の一部改正について
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴い、標
記条例において引用する同法の条項が移動したことから、必要な改正を行う
もの　施行期日：公布の日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第５号 三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、一般廃棄物処理
施設に関する基準が条例で定める事項とされたことから、必要な改正を行う
もの　施行期日：平成２５年４月１日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

その
他

議第６号 三条市金子新田会館の指定管理者の指定について
三条市金子新田会館の指定管理者として、三条中小企業共同工場協同組
合連合会を指定するもの
指定の期間：平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第７号 三条市下田地域交流拠点施設の指定管理者の指定について
三条市下田地域交流拠点施設の指定管理者として、株式会社下田郷開発
を指定するもの
指定の期間：平成２５年４月２８日から平成３０年３月３１日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第８号 三条市総合運動公園の指定管理者の指定について
三条市総合運動公園の指定管理者として、株式会社丸富を指定するもの
指定の期間：平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第９号
三条市井栗公民館及び三条市井栗
公民館旭分館の指定管理者の指定
について

三条市井栗公民館及び三条市井栗公民館旭分館の指定管理者として、い
ぐりわかふじコミュニティを指定するもの
指定の期間：平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第10号
三条市立図書館及び三条市歴史民
俗産業資料館の指定管理者の指定
について

三条市立図書館及び三条市歴史民俗産業資料館の指定管理者として、株
式会社図書館流通センターを指定するもの
指定の期間：平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第11号 三条市体育文化センター等11施設の指定管理者の指定について

三条市体育文化センター等１１施設の指定管理者として、三条市体育協会
を指定するもの
指定の期間：平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで
＊施設内訳
三条市体育文化センター、三条市総合体育館、三条市うるおい広場、	
三条市直江テニスコート、三条市栄体育館、三条市大面体育館、	
三条市栄野球場、三条市下田体育館、三条市下田野球場、	
ウェルネスしただ、三条市下田郷資料館

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第12号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更について
新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の
制定に伴い、障害者自立支援法の一部改正が行われることから、必要な改
正を行うもの　施行期日：平成２５年４月１日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第13号 市道路線の認定について 認定路線　　５路線	 実延長		３９２.２ｍ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
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予算

議第14号 平成２４年度三条市一般会計補正予算
震災廃棄物本焼却に要する経費、中学校施設整備費等の追加
補正額	 2億9，668万8千円
補正後の額	 499億3,219万4千円

※
１
※
２ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第15号 平成２４年度三条市国民健康保険事業特別会計補正予算
歳入予算の款の金額の補正
補正額	 0円
補正後の額	 106億5,476万7千円

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議第16号 平成２４年度三条市介護保険事業特別会計補正予算
業務システム開発等委託料等の追加
補正額	 220万5千円
補正後の額	 86億6,585万5千円

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

条例 議第17号 三条市議会政務調査費の交付に関する条例等の一部改正について

地方自治法の一部改正により、政務調査費の名称及び交付目的が改めら
れ、その充てることができる経費の範囲を条例で定めることとなることから、関
係条例について必要な改正を行うもの
施行期日：地方自治法の一部を改正する法律附則第１条ただし書の政令で
定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

専決
処分 報第１号

専決処分報告について
（平成２４年度三条市一般会計補正
予算）

衆議院議員選挙費等の追加
補正額	 3,409万4千円
補正後の額	 496億3,552万6千円
専決処分した日：平成２４年１１月１６日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承　　認

人事 諮第１号 人権擁護委員候補者の推薦について
人権擁護委員皆木英男さんは、平成２５年３月３１日任期満了することとなる
ので、その後任委員候補者として皆木英男さんを任命するもの
任期：３年

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同　　意

〔議員発案〕

条例 議員発案	
第 １ 号

三条市議会委員会条例の一部改正
について

地方自治法の一部改正により、同法で定めていた委員の選任方法、在任期
間等を条例に委任することとなることから、必要な改正を行うもの
施行期日：地方自治法の一部を改正する法律附則第１条ただし書の政令で
定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

その
他

議員発案	
第 ２ 号

三条市議会会議規則の一部改正に
ついて

地方自治法の一部改正により、本会議においても公聴会の開催及び参考
人の招致をすることができる規定が同法に加えられたことから、必要な改正を
行うもの　施行期日：公布の日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

〔請　　願〕

請願
＊1

請 願	
第 3 3 号

一中学区小中一体校開校に伴う通学
バス運行の検証を求める請願

第一中学校区小中一体校開校に伴い、通学に必要となるスクールバスの運
行について、今冬期間に子どもたちを実際に乗せた実証実験を行うことを求
めるもの

○ ○ × ○ ○ ○ ○ 採　　択

請 願	
第 3 4 号 震災瓦れきの広域処理に関する請願

三条市が受け入れる瓦れきの量を制限すること、放射能を毎日測定し公表す
ること及び健康被害や風評被害が出た場合の対応を求めるもの

※
３
※
４ × ○ ○ × × 不 採 択

平成24年第５回定例会で継続審査となった
請 願
第 2 8 号

年金額の特例水準解消の名による
２.５％削減に反対する請願 特例水準解消の名による公的年金２．５％削減は行わないことを求めるもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取り下げ申出承認

※１　久住久俊議員、下村喜作議員、佐藤和雄議員、阿部銀次郎議員、武石栄二議員、吉田進一郎議員、森山昭議員、土田俊人議員は賛成。梶勉議員は反対。
※２　髙坂登志郎議員、鶴巻俊樹議員は賛成。西川哲司議員、島田伸子議員は反対。
※３　土田俊人議員は賛成。久住久俊議員、下村喜作議員、佐藤和雄議員、阿部銀次郎議員、武石栄二議員、梶勉議員、吉田進一郎議員、森山昭議員は反対。
※４　髙坂登志郎議員、西川哲司議員、鶴巻俊樹議員は賛成。島田伸子議員は退席。

《用語解説》 ＊1⃝請願…地方公共団体に対して、
損害の救済、公務員の罷免、法
律・命令・規則の制定・廃止・改正
その他の事項に関しての希望を、
文書で申し出ること。

自 由 ク ラ ブ
○久 住 久 俊 下 村 喜 作 佐 藤 和 雄 阿部銀次郎 熊 倉　  均

武 石 栄 二 梶　　   勉 吉田進一郎 森 山　  昭 土 田 俊 人
新 政 ク ラ ブ ○髙坂登志郎 西 川 哲 司 島 田 伸 子 鶴 巻 俊 樹

新 し い 風 ○杉 井　  旬 岡 田 竜 一 藤 田 博 史 名古屋   豊

清 流 ○西 川 重 則 横 山 一 雄 山 田 富 義

日本共産党議員団 ○小 林　  誠 武 藤 元 美

公 明 党 議 員 団 ○野 崎 正 志 笹 川 信 子

無 所 属 佐 藤 宗 司
※○：会派の代表者
※平成２５年１月４日付で、佐藤宗司議員は清流に異動しました。

会 派 所 属 議 員

定例会・議案賛否一覧 定例会・議案賛否一覧


